
　　

違反ディーゼル車一掃作戦
参  考

業界団体業界団体

20台以上
使用事業者

20台未満
使用事業者
(小規模事業者)

都内事業者

平成15年10月規制対象
20万2千台(推計)

都外事業者

 ① 自動車Gメン：4000社への立入指導

 ② ダイレクトメールによる規制内容の周知

 ③ 自動車Gメン：物流拠点への立入指導

事業者

１８万台/日（推計)

 ④ 業界団体と連携した働きかけ

 作戦1  ディーゼル車のユーザーを動かす

作戦2  荷主側から働きかけ
る
 ⑤　配送・工事等での違反車の使用禁止

 作戦3  整備事業者のチェックで早める

 ⑥ 点検時のPM減少装置装着

 作戦4   自動車メーカー、装置メーカー
と

共同して広める
 ⑦ 規制適合車・PM減少装置の供給拡大

 作戦5  石油メーカーに協力を求める

 ⑧ 低硫黄軽油の全国供給の早期実現

 作戦6  首都圏全体で取組む

 ⑨ 規制周知等の諸施策の展開

 作戦7  監視･取締りを徹底する

 ⑩ 自動車Gメン：監視・取締りの徹底

七都県市との連携

全庁的な連携

－ 平成15年10月の走行規制に向けて －


